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【手続補正書】
【提出日】令和1年12月5日(2019.12.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シャフトと、
　エンドエフェクタと、
　前記エンドエフェクタを前記シャフトの遠位端部に連結する関節部であって、前記エン
ドエフェクタが前記シャフトの長手方向軸心に対して所定の範囲の向きに位置することを
可能にするジョイントを含む、関節部と、
　前記シャフトの近位端部に連結された器具インターフェースと、
　前記ジョイントを駆動するように構成された対の駆動エレメントと、
　を備える、ロボット手術器具であって、
　前記駆動エレメントは、前記器具インターフェースから前記ジョイントへと延びており
、各駆動エレメントはスポークを有しており、前記スポークは遠位端部にて、前記関節部
に係合する遠位側の可撓部で終端し、かつ近位端部にて、前記器具インターフェースに係
合する近位側の可撓部で終端しており、
　前記エンドエフェクタが前記シャフトと一直線状になる当該ロボット手術器具の直線状
態において、隣接し合う駆動エレメントの前記スポークの遠位端部同士が、前記シャフト
の長手方向に沿ってオフセットしている、ロボット手術器具。
【請求項２】
　請求項１に記載のロボット手術器具において、前記対の駆動エレメントの全ての前記シ
ャフト内での延設方向が互いに平行ではない、ロボット手術器具。
【請求項３】
　請求項２に記載のロボット手術器具において、各スポークは、前記シャフトの遠位端部
に向かって延びており、かつ、所定の箇所の近傍にて前記遠位側の可撓部で終端しており
、当該所定の箇所は、前記エンドエフェクタを回動させるように前記ジョイントを駆動し
たときに当該スポークが他の駆動エレメントと衝突する場合の終端箇所である、ロボット
手術器具。
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【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載のロボット手術器具において、前記関節部が、第
１の対の駆動エレメントにより駆動可能な第１のジョイントを有し、当該第１のジョイン
トは、前記エンドエフェクタが前記シャフトの前記長手方向軸心を横切る第１の軸心回り
に回転することを可能にし、前記第１の対の駆動エレメントの第１の駆動エレメントは前
記シャフト内において、前記第１の対の駆動エレメントの第２の駆動エレメントと平行に
延びている、ロボット手術器具。
【請求項５】
　請求項４に記載のロボット手術器具において、前記関節部が、第２の対の駆動エレメン
トにより駆動可能な第２のジョイントを有し、当該第２のジョイントは、前記エンドエフ
ェクタのエンドエフェクタエレメントが前記第１の軸心を横切る第２の軸心回りに回転す
ることを可能にし、前記第２の対の駆動エレメントの第１の駆動エレメントは前記シャフ
ト内において、前記第２の対の駆動エレメントの第２の駆動エレメントに対して傾いて延
びている、ロボット手術器具。
【請求項６】
　請求項５に記載のロボット手術器具において、前記第２の対の駆動エレメントの各駆動
エレメントが前記シャフト内において、前記第１の対の駆動エレメントに対して傾いて延
びている、ロボット手術器具。
【請求項７】
　請求項５または６に記載のロボット手術器具において、当該ロボット手術器具が、さら
に、周りを前記第２の対の駆動エレメントが移動するように拘束されている遠位側のプー
リ機構を備え、
　前記器具インターフェースは、周りを前記第２の対の駆動エレメントが移動するように
拘束されている近位側のプーリ機構を備え、前記第２の対の駆動エレメントが、前記遠位
側のプーリ機構と前記近位側のプーリ機構との間を前記シャフトの前記長手方向軸心に対
して傾いて延びている、ロボット手術器具。
【請求項８】
　請求項７に記載のロボット手術器具において、前記遠位側のプーリ機構が一対の遠位側
プーリを有し、各遠位側プーリは、前記第１の軸心と平行かつ当該第１の軸心からオフセ
ットしている軸心回りに回転可能である、ロボット手術器具。
【請求項９】
　請求項８に記載のロボット手術器具において、前記一対の遠位側プーリが、第３の軸心
回りに回転可能な第１の遠位側プーリおよび第４の軸心回りに回転可能な第２の遠位側プ
ーリを有し、前記第３の軸心が前記第４の軸心からオフセットしている、ロボット手術器
具。
【請求項１０】
　請求項９に記載のロボット手術器具において、前記第２の対の駆動エレメントの前記第
１の駆動エレメントが、前記第１の遠位側プーリの周りを移動するように拘束されており
、前記第２の対の駆動エレメントの前記第２の駆動エレメントが、前記第２の遠位側プー
リの周りを、反対側で移動するように拘束されている、ロボット手術器具。
【請求項１１】
　請求項９または１０に記載のロボット手術器具において、前記第１の遠位側プーリおよ
び前記第２の遠位側プーリが、前記第１のジョイントの両側に配置されている、ロボット
手術器具。
【請求項１２】
　請求項８から１１のいずれか一項に記載のロボット手術器具において、前記一対の遠位
側プーリが、前記シャフト内に配置されている、ロボット手術器具。
【請求項１３】
　請求項７から１２のいずれか一項に記載のロボット手術器具において、前記近位側のプ
ーリ機構が、前記第２の対の駆動エレメントの前記第１の駆動エレメントと前記第２の駆
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動エレメントとを、前記シャフトの近位端部から前記器具インターフェース内へと互いに
隣接して進行させる、ロボット手術器具。
【請求項１４】
　請求項５から１３のいずれか一項に記載のロボット手術器具において、前記関節部が、
第３の対の駆動エレメントにより駆動可能な第３のジョイントを備え、当該第３のジョイ
ントは、前記エンドエフェクタのさらなるエンドエフェクタエレメントが前記第２の軸心
回りに回転することを可能にし、前記第３の対の駆動エレメントの第１の駆動エレメント
は前記シャフト内において、前記第３の対の駆動エレメントの第２の駆動エレメントに対
して傾いて延びており、
　前記近位側のプーリ機構が、前記第３の対の駆動エレメントの前記第１の駆動エレメン
トと前記第２の駆動エレメントとを、前記シャフトの近位端部から前記器具インターフェ
ース内へと互いに隣接して進行させる、ロボット手術器具。
【請求項１５】
　請求項１から１４のいずれか一項に記載のロボット手術器具において、当該ロボット手
術器具のいかなる状態においても、隣接し合う駆動エレメントの前記スポークの遠位端部
同士が、前記シャフトの長手方向に沿ってオフセットしている、ロボット手術器具。
【請求項１６】
　請求項１から１５のいずれか一項に記載のロボット手術器具において、前記エンドエフ
ェクタが前記シャフトと一直線状になる直線状態において、隣接し合う駆動エレメントの
前記スポークの近位端部同士が、前記シャフトの長手方向に沿ってオフセットしている、
ロボット手術器具。
【請求項１７】
　請求項１から１６のいずれか一項に記載のロボット手術器具において、各駆動エレメン
トにつき、前記スポークの直径が前記遠位側の可撓部の直径よりも大きく且つ当該スポー
クの直径が前記近位側の可撓部の直径よりも大きい、ロボット手術器具。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１９】
　本願の明細書には、本明細書で説明した個々の特徴及び２つ以上のそのような特徴の任
意の組合せのそれぞれが、本願の明細書全体と当業者の一般常識とに基づいてこのような
特徴又は組合せが実施可能である限り、このような特徴又は特徴の組合せが本明細書で開
示した任意の課題を解決するか否かにかかわらず、特許請求の範囲に限定されることなく
開示されているものとする。本発明の態様は、そのような個々の特徴又は特徴の組合せの
いずれで構成されたものであってもよい。本発明の範疇で様々な変更が施されてもよいこ
とは、前述の説明を参酌することにより当業者にとって明白である。
　なお、本発明は、実施の態様として以下の内容を含む。
［態様１］
　シャフトと、
　エンドエフェクタと、
　前記エンドエフェクタを前記シャフトの遠位端部に連結する関節部であって、前記エン
ドエフェクタが前記シャフトの長手方向軸心に対して所定の範囲の向きに位置することを
可能にするジョイントを含む、関節部と、
　前記シャフトの近位端部に連結された器具インターフェースと、
　前記ジョイントを駆動するように構成された対の駆動エレメントと、
　を備える、ロボット手術器具であって、
　前記駆動エレメントは、前記器具インターフェースから前記ジョイントへと延びており
、各駆動エレメントはスポークを有しており、前記スポークは遠位端部にて、前記関節部



(4) JP 2019-500942 A5 2020.1.23

に係合する遠位側の可撓部で終端し、かつ近位端部にて、前記器具インターフェースに係
合する近位側の可撓部で終端しており、
　前記エンドエフェクタが前記シャフトと一直線状になる当該ロボット手術器具の直線状
態において、隣接し合う駆動エレメントの前記スポークの遠位端部同士が、前記シャフト
の長手方向に沿ってオフセットしている、ロボット手術器具。
［態様２］
　態様１に記載のロボット手術器具において、前記対の駆動エレメントの全ての前記シャ
フト内での延設方向が互いに平行ではない、ロボット手術器具。
［態様３］
　態様２に記載のロボット手術器具において、各スポークは、前記シャフトの遠位端部に
向かって延びており、かつ、所定の箇所の近傍にて前記遠位側の可撓部で終端しており、
当該所定の箇所は、前記エンドエフェクタを回動させるように前記ジョイントを駆動した
ときに当該スポークが他の駆動エレメントと衝突する場合の終端箇所である、ロボット手
術器具。
［態様４］
　態様１から３のいずれかに記載のロボット手術器具において、前記関節部が、第１の対
の駆動エレメントにより駆動可能な第１のジョイントを有し、当該第１のジョイントは、
前記エンドエフェクタが前記シャフトの前記長手方向軸心を横切る第１の軸心回りに回転
することを可能にし、前記第１の対の駆動エレメントの第１の駆動エレメントは前記シャ
フト内において、前記第１の対の駆動エレメントの第２の駆動エレメントと平行に延びて
いる、ロボット手術器具。
［態様５］
　態様４に記載のロボット手術器具において、前記関節部が、第２の対の駆動エレメント
により駆動可能な第２のジョイントを有し、当該第２のジョイントは、前記エンドエフェ
クタのエンドエフェクタエレメントが前記第１の軸心を横切る第２の軸心回りに回転する
ことを可能にし、前記第２の対の駆動エレメントの第１の駆動エレメントは前記シャフト
内において、前記第２の対の駆動エレメントの第２の駆動エレメントに対して傾いて延び
ている、ロボット手術器具。
［態様６］
　態様５に記載のロボット手術器具において、前記第２の対の駆動エレメントの各駆動エ
レメントが前記シャフト内において、前記第１の対の駆動エレメントに対して傾いて延び
ている、ロボット手術器具。
［態様７］
　態様５または６に記載のロボット手術器具において、当該ロボット手術器具が、さらに
、周りを前記第２の対の駆動エレメントが移動するように拘束されている遠位側のプーリ
機構を備え、
　前記器具インターフェースは、周りを前記第２の対の駆動エレメントが移動するように
拘束されている近位側のプーリ機構を備え、前記第２の対の駆動エレメントが、前記遠位
側のプーリ機構と前記近位側のプーリ機構との間を前記シャフトの前記長手方向軸心に対
して傾いて延びている、ロボット手術器具。
［態様８］
　態様７に記載のロボット手術器具において、前記遠位側のプーリ機構が一対の遠位側プ
ーリを有し、各遠位側プーリは、前記第１の軸心と平行かつ当該第１の軸心からオフセッ
トしている軸心回りに回転可能である、ロボット手術器具。
［態様９］
　態様８に記載のロボット手術器具において、前記一対の遠位側プーリが、第３の軸心回
りに回転可能な第１の遠位側プーリおよび第４の軸心回りに回転可能な第２の遠位側プー
リを有し、前記第３の軸心が前記第４の軸心からオフセットしている、ロボット手術器具
。
［態様１０］
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　態様９に記載のロボット手術器具において、前記第２の対の駆動エレメントの前記第１
の駆動エレメントが、前記第１の遠位側プーリの周りを移動するように拘束されており、
前記第２の対の駆動エレメントの前記第２の駆動エレメントが、前記第２の遠位側プーリ
の周りを、反対側で移動するように拘束されている、ロボット手術器具。
［態様１１］
　態様９または１０に記載のロボット手術器具において、前記第１の遠位側プーリおよび
前記第２の遠位側プーリが、前記第１のジョイントの両側に配置されている、ロボット手
術器具。
［態様１２］
　態様８から１１のいずれかに記載のロボット手術器具において、前記一対の遠位側プー
リが、前記シャフト内に配置されている、ロボット手術器具。
［態様１３］
　態様７から１２のいずれかに記載のロボット手術器具において、前記近位側のプーリ機
構が、前記第２の対の駆動エレメントの前記第１の駆動エレメントと前記第２の駆動エレ
メントとを、前記シャフトの近位端部から前記器具インターフェース内へと互いに隣接し
て進行させる、ロボット手術器具。
［態様１４］
　態様５から１３のいずれかに記載のロボット手術器具において、前記関節部が、第３の
対の駆動エレメントにより駆動可能な第３のジョイントを備え、当該第３のジョイントは
、前記エンドエフェクタのさらなるエンドエフェクタエレメントが前記第２の軸心回りに
回転することを可能にし、前記第３の対の駆動エレメントの第１の駆動エレメントは前記
シャフト内において、前記第３の対の駆動エレメントの第２の駆動エレメントに対して傾
いて延びている、ロボット手術器具。
［態様１５］
　態様１４に記載のロボット手術器具において、前記第３の駆動エレメントの各駆動エレ
メントが前記シャフト内において、前記第１の対の駆動エレメントに対して傾いて延びて
いる、ロボット手術器具。
［態様１６］
　態様７に従属している場合の態様１４または１５に記載のロボット手術器具において、
前記第３の対の駆動エレメントが、前記遠位側のプーリ機構の周りおよび前記近位側のプ
ーリ機構の周りを移動するように拘束されており、前記第３の対の駆動エレメントが、前
記遠位側のプーリ機構と前記近位側のプーリ機構との間を前記シャフトの前記長手方向軸
心に対して傾いて延びている、ロボット手術器具。
［態様１７］
　態様１０に従属している場合の態様１６に記載のロボット手術器具において、前記第３
の対の駆動エレメントの前記第１の駆動エレメントが、前記第２の遠位側プーリの周りを
移動するように拘束されており、前記第３の対の駆動エレメントの前記第２の駆動エレメ
ントが、前記第１の遠位側プーリの周りを、反対側で移動するように拘束されている、ロ
ボット手術器具。
［態様１８］
　態様１４から１７のいずれかに記載のロボット手術器具において、前記近位側のプーリ
機構が、前記第３の対の駆動エレメントの前記第１の駆動エレメントと前記第２の駆動エ
レメントとを、前記シャフトの近位端部から前記器具インターフェース内へと互いに隣接
して進行させる、ロボット手術器具。
［態様１９］
　態様１から１８のいずれかに記載のロボット手術器具において、当該ロボット手術器具
のいかなる状態においても、隣接し合う駆動エレメントの前記スポークの遠位端部同士が
、前記シャフトの長手方向に沿ってオフセットしている、ロボット手術器具。
［態様２０］
　態様１から１９のいずれかに記載のロボット手術器具において、前記エンドエフェクタ
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が前記シャフトと一直線状になる直線状態において、隣接し合う駆動エレメントの前記ス
ポークの近位端部同士が、前記シャフトの長手方向に沿ってオフセットしている、ロボッ
ト手術器具。
［態様２１］
　態様２０に記載のロボット手術器具において、各スポークは、前記シャフトの近位端部
に向かって延びており、かつ、所定の箇所の近傍にて前記近位側の可撓部で終端しており
、当該所定の箇所は、前記エンドエフェクタを回動させるように前記ジョイントを駆動し
たときに当該スポークが他の駆動エレメントと衝突する場合の終端箇所である、ロボット
手術器具。
［態様２２］
　態様１９から２１のいずれかに記載のロボット手術器具において、当該ロボット手術器
具のいかなる状態においても、隣接し合う駆動エレメントの前記スポークの近位端部同士
が、前記シャフトの長手方向に沿ってオフセットしている、ロボット手術器具。
［態様２３］
　態様１から２２のいずれかに記載のロボット手術器具において、前記対の駆動エレメン
トが、圧縮力及び引張力に抵抗する、ロボット手術器具。
［態様２４］
　態様１から２３のいずれかに記載のロボット手術器具において、各駆動エレメントにつ
き、前記スポークが前記遠位側の可撓部および前記近位側の可撓部よりも高剛性である、
ロボット手術器具。
［態様２５］
　態様１から２４のいずれかに記載のロボット手術器具において、前記スポークが剛体で
ある、ロボット手術器具。
［態様２６］
　態様１から２５のいずれかに記載のロボット手術器具において、前記駆動エレメントの
前記遠位側の可撓部及び前記近位側の可撓部がケーブルである、ロボット手術器具。
［態様２７］
　態様１から２６のいずれかに記載のロボット手術器具において、各駆動エレメントにつ
き、前記スポークの直径が前記遠位側の可撓部の直径よりも大きく且つ当該スポークの直
径が前記近位側の可撓部の直径よりも大きい、ロボット手術器具。
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